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熊本県立総合体育館ネーミングライツ・パートナー募集要項 

 

１ 募集目的 

熊本県では、民間事業者との協働の下に、県有施設を有効に活用し、新たな歳入の確保

と施設のサービスの維持・向上（新たな事業の創出や施設の維持管理費の確保等）を図る

ことを目的として、県有施設の命名権者（以下、「ネーミングライツ・パートナー」といい

ます。）を以下のとおり募集します。 

 

２ 対象施設 

（１）施設名称 熊本県立総合体育館 

（２）所在地  熊本市西区上熊本１丁目９番２８号 

（３）施設概要 別添「熊本県立総合体育館施設概要」を御覧ください。 

 

３ 募集概要 

（１）命名権の対象 

   「熊本県立総合体育館」の愛称 

（２）命名条件 

①県民が親しみやすい愛称で、施設の設置目的をイメージできるものとしてくださ

い。 

②利用者の混乱を避けるため、契約期間内の愛称の変更はできないものとします。 

③愛称の使用開始から一定の期間（１年間程度）は、条例上の施設名称をカッコ書

きにして愛称に併記する場合があります。 

（３）契約期間 

   ３年間を希望 

     ※ただし、３年以上の契約期間を希望される場合も申込は可能です。提案のあった

契約期間や命名権料をはじめとする各審査項目を総合的に勘案し、ネーミングラ

イツ・パートナーを決定します。 

   ※契約の更新を希望する場合、優先交渉権があります。 

（４）命名権料 

   １年間当たり２０，０００千円以上を希望（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

※ただし、２０，０００千円未満を希望される場合も申込は可能です。提案のあっ

た契約期間や命名権料をはじめとする各審査項目を総合的に勘案し、ネーミング

ライツ・パートナーを決定します。 

※命名権料は、熊本県のスポーツ振興と施設の維持管理を図るために要する経費に

充てます。なお、具体的な内容については、ネーミングライツ・パートナーと協

議を行った上で決定し、公表します。 
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※ネーミングライツ・パートナーは、毎年度４月１日から４月３０日までの間に、

当該年度分の命名権料を熊本県に納付していただきます。 

ただし、年度途中に契約した場合、契約開始月の末日が最初の納入期限となりま

す。 

（５）愛称の使用開始予定時期 

   ネーミングライツ・パートナーとの協議により決定します。 

（６）名称変更に伴う費用の負担 

区  分 県 ﾈｰﾐﾝｸﾞﾗｲﾂ・ﾊﾟｰﾄﾅｰ 

敷地内外の看板表示の変更（施設看板や道路標識）※1      ○  ※2 

契約期間終了後の原状回復      ○ 

パンフレット、封筒等の県の印刷物や県ホームページ

の表示変更 
○ 

 

  ※１ 敷地内外、道路標識等の表示変更は、県や関係機関と協議の上、変更可能な表示につい

て行います。また、新規看板等の設置については、設置の可否も含めて協議します。 

 ※２ 命名権料の他に別途御負担いただきます。 

    愛称のデザイン等に係る費用は、ネーミングライツ・パートナーの負担とします。

（使用希望の愛称のデザイン等が決まっている場合には、具体的に提案してくださ

い。） 

（７）命名権以外の特典及び制約 

    ネーミングライツ・パートナーには、命名権以外に以下の特典を付与します。なお、

内容の詳細は、別途協議の上、決定するものとします。 

①県立総合体育館の使用料を免除（ただし、１年間につき１日間に限り、使用申込

は所定の手続きを必要とします。） 

②施設のホームページへのバナー広告の掲載（契約期間内に限ります。） 

③県が指定する箇所への常設広告（契約期間内に限ります。） 

なお、興業等による施設利用者から、広告物の遮蔽や命名権による愛称の不使用

等の要請があったときには、期間を定めてその要請に応じることが出来るものとし、

これに伴う県等からの補償は行いません。 

（８）応募資格 

  次の要件を満たす法人であること。 

①地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しな

いこと。 

②熊本県から指名停止措置を受けていないこと。 

③法人の代表者等（非常勤を含む役員及び経営に事実上参加している者）が、「指

定管理者からの暴力団排除に関する合意書」の２（１）から（４）に規定する排

除措置の対象者に該当しないこと。（申込書の提出後、熊本県警察本部に確認を

行うことがあります。） 
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④県税、法人税、消費税及び地方消費税等を滞納していないこと。 

⑤会社更生法、民事再生法等に基づく更生又は再生手続きを行っていないこと。ま

た、手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、

経営状態が著しく不健全でないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 申込手続き 

（１）提出書類 

申込に当たっては、以下の書類を県に提出していただきます。なお、県が必要と認

める場合は、追加資料の提出を求めることがあります。 

①熊本県立総合体育館 ネーミングライツ・パートナー申込書【様式１】、委任状例 

②熊本県立総合体育館 ネーミングライツ・パートナー申込に係る誓約書【様式２】 

③暴力団との関係についての申立書【様式３】 

④定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類 

⑤会社概要、申込の日の属する事業年度の前３事業年度における貸借対照表、収支

決算書その他法人の財務状況を明らかにする書類及び事業報告書その他法人の業

務の内容を明らかにする書類 

⑥登記事項証明書（商業登記簿謄本） 

⑦納税証明書 

    イ 法人税、消費税及び地方消費税について未納がないことの証明書 

    ロ 熊本県の県税（同県税が課税されていない者で県外に主たる事務所又は事業

所を有する者にあっては、主たる事務所又は事業所の所在地の都道府県税）に

ついて未納がないことの証明書 

   ⑧地域貢献や文化・スポーツ等に対する支援の実績及び今後の計画（任意様式） 

    ※提出書類は正本１部、副本１１部を、①から⑧の順に、それぞれＡ４版のファ 

イルに綴り作成してください。副本は写しで結構です。 

（２）質問の受付 

   募集要項の内容等に関する質問を次のとおり受け付けます。 

指定管理者からの暴力団排除に関する合意書（平成 17年 11月 1日熊本県及び 

熊本県警察本部）（抜粋） 

２ 排除措置の対象者 

指定管理者の指定を受けようとする、又は、指定を受けた団体等の代表者等（法人にあ

っては、非常勤を含む役員及び経営に事実上参加している者、任意の団体にあっては、そ

の代表者及び経営に事実上参加している者。以下同じ。）が、次の事項のいずれかに該当す

ると認められる場合 

（１）代表者等が暴力団関係者である場合 

（２）代表者等が暴力団関係者を使用した場合 

（３）代表者等が暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を与えた場合 

 （４）代表者等が暴力団関係者と密接な交際等を有している場合 
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   ①受付期間 随時 

   ②受付方法 質問票【様式４】に記入の上、ファックス又は電子メールにより、「９ 

問い合わせ先」まで提出してください。 

   ③回答方法 県の担当者から、電話、ファックス、電子メールにより、質問者様に

直接回答します。（企業名等を除き、質問の概要を県のホームページに

おいて公表する場合があります。） 

（３）申込期間 

  随時（「９ 問い合わせ先」に事前に連絡をお願いします。） 

 ※郵送での提出は可としますが、電子メール、ファックスでの提出は不可とします。 

（４）提出先 

    熊本県教育庁県立学校教育局体育保健課管理・調整班（県庁行政棟新館６階） 

     〒８６２－８６０９ 熊本市中央区水前寺６丁目１８番１号 

（５）その他 

   ①申込に要する経費等はすべて応募者の負担とします。 

   ②提出された書類はお返しできません。 

   ③提出された書類は、情報公開の請求により開示することがあります。 

④広告代理店を通じての申込も可能です。ただし、この場合、県から広告代理店に

手数料を支払うものではありません。 

 

５ 選定方法 

（１）選定委員会において、各委員が次の選定基準に沿って審査し、評点の合計が最も高

い応募者を、選定委員会の優先交渉候補者の選定意見とし、最終的に県において優先

交渉者を選定します。 

なお、応募が一者のみであった場合も、選定委員会において県のネーミングライ

ツ・パートナーとしてふさわしいかどうか審査します。 

また、応募者である法人その他の団体の代表者または代理の方は、選定委員会にお

いて次の審査基準に関するプレゼンテーションをお願いします。日時・場所について

は別途連絡します。 
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 〇選定基準と配点 

選定項目 審査項目 選定基準 配点 

応募者について 

ネーミングライツ・パートナー

としてふさわしいか 

経営の安定性 

２０ 
事業内容 

地域活動への理解・貢献 

将来性 

県民に受け入れられるか 
県民への知名度 

１０ 
県民の親しみ 

愛称について 
県民に受け入れられるか 親しみやすさ 

３０ 
浸透しやすいか 呼びやすさ 

契約条件 

について 

県の希望との比較 
命名権料 

３０ 
契約期間 

応募者の希望する特典・条件は妥当か １０ 

合 計 １００ 

 

６ ネーミングライツ・パートナーの決定、公表 

（１）県は、優先交渉者との協議を経て、ネーミングライツ・パートナーを決定し、ネー

ミングライツ・パートナー、施設の愛称、命名権料等を公表します。 

（２）選定結果については、すべての応募者に文書で通知します。 

 

７ 留意事項 

ネーミングライツ・パートナーの決定後に、ネーミングライツ・パートナーが「３（８）

応募資格」に掲げる要件を欠くこととなったとき、又は社会的信用を著しく損なうなど

ネーミングライツ・パートナーとしてふさわしくないと認められるときは、ネーミング

ライツ・パートナーの決定の取消し又は契約の解除をすることができるものとします。 

 

８ 添付資料・様式 

（１）熊本県立総合体育館 ネーミングライツ・パートナー申込書【様式１】、委任状例 

（２）熊本県立総合体育館 ネーミングライツ・パートナー申込に係る誓約書【様式２】 

（３）暴力団との関係についての申立書【様式３】 

（４）熊本県立総合体育館 ネーミングライツ・パートナー申込に関する質問票【様式４】 
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９ 問い合わせ先 

   熊本県教育庁県立学校教育局体育保健課管理・調整班  

    電 話 ０９６－３３３－２７０９ 

    ＦＡＸ ０９６－３８２－５９６２ 

    電子メール taikuhoken@pref.kumamoto.lg.jp 

     ※ファックス又は電子メールでの質問の際は、表題を「ネーミングライツ質問」

とし、必ず、法人名、担当部署、担当者名及び連絡先を記載してください。 

mailto:taikuhoken@pref.kumamoto.lg.jp

